










森林整備事業(保護伐)仕様書 

適用範囲 

この仕様書は、森林整備事業(保護伐)に適用する。 

 

１ 伐倒及び集造材 

（１）区域内の調査立木は全て伐倒すること。 

（２）下表の素材(通直材)が採材可能なものを原則として採材、搬出すること。 

ただし、監督職員の指示のある場合はこの限りでない。 

 

樹 種 長 級（ｍ） 径 級（ｃｍ）  

ス ギ 
３ 14 上 

４ 14 上 

ヒノキ 

３ 14 上 

４ 14 上 

６上 14 上  

２ 伐倒及び集造材作業にあたっての留意事項 

（１）伐倒及び集造材作業において、他の残存木を損傷しないよう注意すること。 

（２）かかり木については適切な方法で処理すること。 

（３）ワイヤーロープその他機械器具等、作業終了後、残置することのないよう留

意すること。 

 

３ 請負数量の確定 

生産完了検査場所における検査数量の累計とする。 

 

４ 部分払における数量の確定 

生産完了検査場所における検査数量とする。 

 

５ その他 

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。 



森林整備事業(保育間伐(活用型))仕様書 

適用範囲 

この仕様書は、森林整備事業(保育間伐(活用型))に適用する。 

１ 伐倒及び集造材 

（１）区域内の間伐対象木は、監督職員の指示がない限り全て伐倒すること。 

（２）下表の素材(通直材)が採材可能なものを原則として採材、搬出すること。 

ただし、監督職員の指示のある場合はこの限りでない。 

 

樹 種 長 級（ｍ） 径 級（ｃｍ）  

ス ギ 
３ 14 上 

４ 14 上 

ヒノキ 

３ 14 上 

４ 14 上 

６上 14 上 

 

２ 伐倒及び集造材作業にあたっての留意事項 

（１）伐倒及び集造材作業において、他の残存木を損傷しないよう注意すること。 

（２）かかり木については適切な方法で処理すること。 

（３）ワイヤーロープその他機械器具等、作業終了後、残置することのないよう留

意すること。 

３ 請負数量の確定 

（１）伐倒数量 

契約書に記載された予定数量とする。 

（２）素材数量 

生産完了検査場所における検査数量の累計とする。 

 

４ 部分払における数量の確定 

（１）伐倒数量 

面積按分による材積とする。 

（２）素材数量 

生産完了検査場所における検査数量とする。 

 

５ その他 

その他必要な事項については、監督職員の指示に従うこと。 




















